
交通費と宿泊費の実費額と旅費基準額を比較して、少ない方
の金額の2/3を助成（1/3は本人負担）

申請受付・お問合せ先

✿与論町保健センター(担当：⿁塚・川畑)  0997-97-5105

航空機の場合
搭乗日や移動区間の記載のない領
収書の場合は、搭乗券、eチケット
お客様控え、または搭乗証明書が
必要です

✿申請書の提出期限は、原則として治療が終了した日の属する年度内です

《旅費基準額 》

台風等により船や飛行機の欠航が決定し、早めに移動した場合や、延泊となった場合は、
それを証明する書類が必要です（欠航証明書など）

※書類の確認等に時間を要しますので、1回の治療が終了したら、速やかに申請してください。


